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1  事業報告

（注）1．   大田梨沙は、当社が定める社外役員の独立要件を満たし、一般株主様との利益に相反するおそれもないことから、
社外取締役としての独立性・中立性について十分に確保されているものと判断しています。

2．  和田頼知、日根野健の両氏は、当社が定める社外役員の独立要件を満たし、一般株主様との利益に相反するおそれもないことから、
社外監査役としての独立性・中立性について十分確保されているものと判断しています。

地位及び氏名 主な活動状況 兼職先と当社との関係

社外取締役 　

大田 梨沙
おお た り さ

出席状況
取締役会89％

（8／9回）

　取締役会において、議案審議等に対し製造業経
営に関する豊富な知識と幅広い見識を有しており、
加えて女性活躍推進の観点からも、当社の持続的
な企業価値向上に向けて、株主様・投資家様目線
からの助言に加え、公正かつ客観的な助言・提言
を行いました。

　同氏が代表取締役を務めるダイナミックツール株式
会社とは約２年の取引関係がありますが、同社からの
仕入額は、当社全仕入額の１％未満（当該企業の連結
売上高の１％未満）であります。また、同氏が代表取
締役を務める株式会社ダイネックスと当社との間には
取引関係はなく、同氏が当社の社外取締役としての職
務を遂行する上で、支障または問題となる特別の利害
関係はありません。

非常勤監査役 　

和
わ

田
だ

 頼
より

知
とも

出席状況
取締役会100％

（11／11回）
監査役会100％

（14／14回）

　取締役会及び監査役会において、公認会計士と
して多くの企業経営に関与してきた経験に基づ
き、経営方針等全般について意見を述べました。
　また会計監査人の監査報告会、社内委員会等に
も出席し、公認会計士の専門的知見からさまざま
な意見を述べました。

　同氏は、当社の会計監査人である有限責任監査法人 
トーマツでの勤務経験がありますが、６年９か月前
に退職しています。また、同氏が非常勤監査役を務め
る積水ハウス株式会社と当社との間には取引関係はな
く、同氏が当社の非常勤監査役としての職務を遂行す
る上で、支障又は当社と両社との間に意思決定に関し
て影響を与え得る特別な利害関係はありません。

非常勤監査役 　

日
ひ

根
ね

野
の

 健
けん

出席状況
取締役会100％

（11／11回）
監査役会100％

（14／14回）

　取締役会及び監査役会において、公認会計士と
して多くの企業経営に関与してきた経験に基づ
き、経営方針等全般について意見を述べました。
　また会計監査人の監査報告会、社内委員会等に
も出席し、公認会計士の専門的知見からさまざま
な意見を述べました。

　同氏は、当社の会計監査人である有限責任監査法人
トーマツでの勤務経験がありますが、18年８か月前
に退職しています。また、同氏が代表取締役を務める
株式会社アクションラーニング及び代表を務める日根
野公認会計士事務所、税理士法人日根野会計事務所と
当社との間には取引関係はなく、同氏が当社の非常勤
監査役としての職務を遂行する上で、支障又は当社と
両社との間に意思決定に関して影響を与え得る特別な
利害関係はありません。

■  当事業年度における社外役員の主な活動状況及び独立性に関する事項

1. 会社役員に関する事項
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1  事業報告

■  会計監査人の名称　有限責任監査法人トーマツ

■    当期に係る会計監査人の報酬等の額及び 
監査役会が同意した理由

1. 報酬等の額

区分 支払額
当期に係る会計監査人としての報酬
等の額 47百万円（注）1

当社及び連結子会社が支払うべき金銭
その他の財産上の利益の合計額 47百万円（注）2

（注）1．  当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法第436条
第２項第１号に基づく監査と金融商品取引法に基づく監査の報
酬額を区分しておらず実質的にも区分できないため、記載の金
額には金融商品取引法に基づく監査の報酬額を含みます。

2．  当社の連結子会社は当社の会計監査人以外の監査法人による監
査を受けております。

2. 監査役会が同意した理由
　当社監査役会は、社内関係部署及び会計監査人から
必要な資料を入手し、報告を受けた上で、会計監査人
の監査計画の内容・会計監査の職務遂行状況について
相当性を確認し、監査時間と報酬単価の精査を通じて
報酬見積りの算出根拠・算定内容について検討した結
果、会計監査人の監査報酬等は妥当であると判断し会
社法第399条第１項の同意をいたしました。

2. 会計監査人の状況

1. 会社役員に関する事項

【社外役員の独立性基準】
　当社は独立性基準を以下のとおり定め社外役員が、
いずれの基準にも該当しない場合、独立性を有すると
判断されるものとしています。

（1）  　当社の大株主（直近の事業年度末における議決
権保有比率が総議決権の10％以上を保有する者）
またはその取締役、監査役、執行役員、支配人そ
の他部長職以上の重要な使用人（以下、取締役等
という。）

（2）  　当社を主要な取引先（年間取引額が連結売上高
の５％超）とする企業等の取締役等

（3）  　当社の主要な取引先（年間取引額が連結売上高の
５％超）企業等の取締役等

（4）  　当社の主要な借入先（総資産の２％を超える借入）
企業等の取締役等

（5）  　当社または子会社の会計監査人またはその社員
等として当社または子会社の監査業務を行う者

（6）  　上記（1）から（5）までに掲げる者の３親等以
内の親族

（7）  　当社または子会社の役員、執行役員、部長以上
の重要な使用人の３親等以内の親族

（8）  　過去３年間において、上記（1）から（7）まで
に掲げる者に該当していた者

【社外役員に関する特記事項】
1.   大田梨沙は、会社法第２条第15号に定める社外取

締役です。  
2.   和田頼知、日根野健の両氏は、会社法第２条第16

号及び第335条第３項に定める社外監査役です。
3.   各監査役の財務及び会計に関する相当程度の知見

については、以下のとおりです。
（1）  　和田頼知氏は公認会計士としての長年の経験及

び他社における社外監査役の経験から、企業経営
に関する幅広い知識と高い見識を有しています。

（2）  　日根野健氏は公認会計士、経営者としての長年
の経験から、企業経営に関する幅広い知識と高い
見識を有するとともに、会計に関する専門的知見
を有しています。

4.   責任限定契約の内容の概要
　当社と社外取締役及び非常勤監査役との間で、会社
法第427条第１項の規定により定めた当社定款第22
条及び第31条に基づき、賠償責任を限定する契約を
締結しています。各氏が任務を怠ったことによる賠償
責任の限度額は、会社法第425条第１項に定める額と
しています。

5.   社外取締役 大田梨沙及び社外監査役 和田頼知、
日根野健の両氏を東京証券取引所の定めに基づく独
立役員として指定し、同取引所に届け出ています。

■    会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　当社は、当社の会計監査人である監査法人が、会社
法第340条第１項各号に定める事項に該当すると認め
られる場合は、監査役全員の同意に基づき、監査役会
が会計監査人を解任いたします。この場合、監査役会
が選定した監査役は、解任後最初に招集される株主総
会にて、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告
いたします。
　また、監査役会は、会計監査人が職務を適切に遂行
することが困難であると認められる場合など、会計監
査人として適当でないと判断される場合、株主総会に
提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案
の内容を決定いたします。

■    監査役及び監査役会による監査法人の評価
　監査役及び監査役会は、監査法人の監査計画と監
査の実施状況等を確認し、監査役会が定めた監査法
人の評価項目に従い、関係部署（経理部、監査指導
室 等）からの意見も参考に、監査法人の品質管理、
監査チーム、監査報酬等、監査役等とのコミュニ
ケーション、経営者等との関係、グループ監査、不
正リスクの対応 等の各項目を検討し、総合的に評価
しています。
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4. 会社の体制及び方針

1  事業報告

■    会社の業務の適正を確保するための体制及
びその運用状況

　当社が業務の適正を確保するための体制として、取
締役会において決議した事項は、次のとおりです。

【基本方針】
　当社の社名トラスコ中山株式会社及びコーポレー
ト・ロゴ は、全てのステークホルダー
の皆様から信頼される企業 ”TRUST COMPANY” を
ダイレクトに表現したものです。まさに、当社は

そのものの実践を、日々の企業活動の原
点とし、これを具現化することで社会的使命を果たし
ていくものとします。

1.  取締役の職務の執行が法令及び定款に適合するこ
とを確保するための体制

（1）  　取締役会は、法令、定款、株主総会決議、取締
役会規程等社内規程に従い経営に関する重要事項
を決定するとともに、内部統制の基本方針を策定
し、取締役の職務執行を監督する。

（2）  　社長は、取締役会が決定した内部統制の基本方
針に基づく内部統制の整備及び運用に責任を負う
とともに、全役員及び使用人に周知徹底を図るた
め、内部統制に係る情報の伝達が正確かつ迅速に
行われるよう環境の整備に努める。

（3）  　取締役は、法令、定款、取締役会決議及び業務分
掌規程その他の社内規程に従い、職務を執行する。

（4）  　取締役は、経営の日常的活動状況について、監査
基準及び監査計画に基づいた監査役の監査を受ける。

（5）  　取締役は、財務報告の適正性、信頼性を確保す
るため、「財務報告に係る内部統制に関する基本
方針書」を定め、財務報告に係る内部統制の整備
を行うとともに、その運用状況を定期的に評価
し、維持及び改善に当たる。

（6）  　取締役は、社会の秩序や安全に脅威を与える反
社会的勢力に対して、毅然とした態度で臨み、一
切の関係を遮断し排除する体制の整備に努める。

2.  取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に
関する体制

（1）  　取締役は、職務の執行に係る重要な情報及び文

書の取扱いについて、文書管理規程等社内規程に
従い、適切に保存及び管理し、必要に応じて運用
状況の検証、見直しを行う。

（2）  　取締役の職務執行の情報について、IT技術を
活用し、当該各文書等の存否及び保存状況を直
ちに検索可能とする体制を整備する。

3.  損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（1）  　コンプライアンス、環境、災害、品質等におい

て将来予測されるリスク及び潜在的リスクを総合
的に管理していくため、サステナビリティ委員会
にてリスクマネジメント体制の整備を行う。

（2）  　リスク管理を円滑にするために、リスク管理規
程等社内規程を整備し、全使用人に周知徹底する
とともに、損失の危険を発見した場合は、直ちに
所管部署に報告する運用体制を整える。

（3）  　現実に生じたリスクへの対応が必要な場合は、
速やかに対応責任者となる担当取締役を定め、損
失の危険に迅速に対応する体制を整備する。

（4）  　内部監査部門は、定期的に業務監査実施項目及
び実施方法を検証し、必要があれば監査方法の見
直しを行う。

（5）  　法令及び定款違反その他の事由に基づき損失の危
険のある業務執行行為が発見された場合、発見され
た危険の内容及びそれがもたらす損失の程度などに
ついて、直ちに社長、取締役会、監査役及びサステ
ナビリティ推進課に通報される体制を整備する。

4.  取締役の職務の執行が効率的に行われることを確
保するための体制

（1）  　取締役会は、年度計画及び経営計画に基づき、経
営目標が当初の予定どおりに進捗しているか取締役
による業績報告を通じ定期的に検証を行う。

（2）  　取締役は、職務執行において、取締役会規程に
より定められている事項及びその付議事項につい
てすべて取締役会に付議することを遵守し、原則
として事前に、十分な資料を配布する。

（3）  　日常の職務執行において、職務権限規程、業務
分掌規程等社内規程に基づき、権限の委譲が行わ
れ、各レベルの責任者が意思決定ルールにのっと
り業務を遂行することができる体制の整備を行う。

】的目の達調金資【 
　当社は、物流機能の強化や情報システムの強化が企
業価値向上において重要であると考えており、成長ス
ピードを加速させるために多額の設備投資を計画中で
す。これらを実行するための資金につきましては必要
に応じて金融機関からの長期借入により調達すること
としています。また、営業取引に係る運転資金の調達
を目的とした金融機関からの短期借入も行っていま
す。今後の経営環境の変化に対応できるよう設備投資
を継続し、お客様の利便性向上及び競争力の向上につ
なげてまいります。

■ 主要な借入先
借入先 借入額

株式会社みずほ銀行 315億円
株式会社りそな銀行 220億円
株式会社三菱UFJ銀行 165億円
株式会社三井住友銀行 65億円
三井住友信託銀行株式会社 35億円
合計 800億円

3. 企業集団の現況に関する事項
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5.  使用人の職務の執行が法令及び定款に適合するこ
とを確保するための体制

（1）  　当社は、全取締役及び使用人がコンプライアン
スを実践するための手引書「トラスコ善択ブック

（コンプライアンス・マニュアル）」を配布し、基
本方針及び行動規範を徹底するとともに、コンプ
ライアンス規程及びサステナビリティ委員会規程
に基づき、法令遵守を維持する体制を整備する。

（2）  　当社は、海外子会社を含む全使用人が法令、定
款及び社内規程などに違反する行為を発見した場
合の内部通報、申告及び相談窓口「社内ホットラ
イン」をサステナビリティ推進課及び大阪管理課
に設置し、また、社外への相談窓口として「弁護
士ホットライン」を業務委託先に設置し、各種通
報体制を整備するとともに、公正で活力ある組織
の構築に努める。

（3）  　当社は、仕入先窓口「パートナー善択ホットラ
イン」をサステナビリティ推進課に設置し、当社
と仕入先との取引に関するコンプライアンス上の
問題の早期発見、対処、発生防止に努める。 

（4）  　当社は、コンプライアンス体制の明確化と一層
の強化推進を図るため、各部署にコンプライア
ンス・オフィサーを選任し、十分な情報収集を行
い、実効性を高めるとともに、コンプライアン
ス・マニュアルの実施状況を管理及び監視する。

（5）  　万一、コンプライアンスに関連する事態が発生し
た場合には、サステナビリティ委員会を通じ、社長、
取締役会、監査役に報告される体制を構築する。

6.  当社及び子会社から成る企業集団における業務の
適正を確保するための体制

（1）  　子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当
社への報告に関する体制

　　① 当社は、子会社管理規程に基づき、子会社に対
し経営管理に必要な事業計画、決算書類等各種
資料の提出を求める。

　　② 経営企画課を管理部門として、海外部その他
関連部署と連携し、原則月１回の経営会議に
おいて、当該部署から子会社の経営状況、活
動状況、その他重要な情報の報告を行う。

　　③ 当社は、子会社役員として当社役員または使用
人を派遣し、当該兼務役員を通して子会社の経
営状態について適時把握を行う。

（2）  　子会社の損失の危機の管理に関する規程その他
の体制

　　① 経営企画課を管理部門として、海外部その他関
連部署と連携し、本基本方針第３項にのっとり
子会社の事業計画及び実績を把握し、関連部署
と連携しながら指導、育成に努め、子会社の業
務の適正性を確保する。

　　② 子会社が子会社管理規程で定めた事項を実施す
る場合、経営企画課及び海外部その他関連部署
と協議の上、当社取締役会への付議及び承認を
必要とする。

（3）  　子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行わ
れることを確保するための体制

計作業、事業所の選定、システム導入支援等、子
会社の一部業務につき、これを提供すること
で当社グループ全体の業務効率の向上を行う。

（4）  　子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法
令及び定款に適合することを確保するための体制

　　① 子会社の業務全般について、内部監査部門及び
監査役による監査を実施する。

　　② 当社は子会社管理規程に基づき、子会社のコン
プライアンス体制の整備に努める。

7.  監査役がその職務を補助すべき使用人を置くこと
を求めた場合における当該使用人に関する事項

（1）  　監査役を補助すべき使用人を配置する。
（2）  　上記の具体的な内容については、取締役会が監

査役と協議の上、決定する。

8.  監査役の職務を補助すべき使用人の取締役からの
独立性及び当該使用人に対する指示の実効性の確
保に関する事項

（1）  　監査役の職務を補助すべき使用人の任命・異動
については、監査役会の同意を必要とする。

（2）  　監査役を補助すべき使用人は、監査役の指揮命
令下で職務を遂行する。また、その評価について
は監査役会の意見を尊重する。

9.  取締役及び使用人が監査役に報告するための体制
その他の監査役への報告に関する体制

（1）  　取締役及び使用人が監査役に報告するための体
制

　① 取締役及び使用人は、当社または子会社に著しい
損失を与えるおそれのある事実があることを発
見したときは、直ちに監査役に当該事実を報告す
る。

（2）  　子会社の取締役等及び使用人又はこれらの者か
ら報告を受けたものが当社監査役に報告をするた
めの体制

　① 内部監査部門は、内部監査規程に基づき、子会社
にも往査を行い、その結果を監査報告会において
当社監査役に報告をする。

　② 子会社の取締役、監査役及び使用人は、監査役か
らの定期・不定期の報告聴取に応じるほか、当社
または子会社に著しい損失を与えるおそれのある
事実があることを発見したときは、直ちに監査役
に当該事実を報告する。監査役への間接報告、通
報等（善択ホットライン（社内ホットライン・弁
護士ホットライン））も含む。

（3）  　取締役及び使用人は、監査役会の定めるところ
に従い、各監査役の要請に応じて必要な報告及び
情報の提供を行う。

（4）  　上記の報告及び情報提供のうち、主なものは、
次のとおりとする。

　①監査役に定例的に報告すべき事項の例
イ．経営状況
ロ．事業遂行状況
ハ．財務の状況、月次・四半期・期末決算状況

4. 会社の体制及び方針

1  事業報告

　　① 当社は、ノウハウを有する当社部署にて、会
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4. 会社の体制及び方針

1  事業報告

ニ．内部監査部門が実施した内部監査の結果
ホ．リスク管理の状況
ヘ．  コンプライアンスの状況（内部通報制度に基

づき通報された事実を含む）
ト．  事故・不正・苦情・トラブルの状況

　②監査役に臨時的に報告すべき事項の例
イ．  会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実
ロ．  取締役の職務の執行に関して不正行為・法令

定款に違反する又はそのおそれのある事実
ハ．  内部通報制度に基づき通報された事実のう

ち急を要するもの
ニ．  行政機関等外部機関による検査・調査の実

施及び結果
ホ．  重要な会計方針の変更、会計基準等の制定・

改廃
ヘ．  業績及び業績見込みの発表内容・重要開示

書類の内容
ト．上記の他、対外的に公表する事実
チ．株式に関する事項
リ．  反社会的勢力による不当要求に関する内容

及び対策

10.   監査役へ報告した者が当該報告をしたことを理
由として不利な取扱いを受けないことを確保す
るための体制

（1）  　当社は、監査役に報告を行った者に対しての、
当該報告をしたことを理由としての不利な取扱い
を禁止する。

（2）  　ホットライン規程に基づき、善択ホットライン
に通報した者に対し、通報等をしたことにより、
いかなる不利益も受けない権利を定める。また、
事情により匿名による通報等も受け付ける。

11.   監査役の職務の執行について生ずる費用の前払又
は償還の手続その他の当該職務の執行について生
ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項

（1）  　監査役の職務の執行について生ずる費用等の請
求は、当該請求が監査役の職務の執行に必要でな
いと明らかに認められる場合を除き、所定の手続
きにより、迅速にこれに応じる。

12.   その他監査役の監査が実効的に行われることを
確保するための体制

（1）  　監査役会による各業務担当取締役及び重要な使
用人からの個別ヒヤリングの機会を設けるととも
に、社長、会計監査人それぞれとの間で適宜意見
交換を行う。

（2）  　内部監査部門は、期中取引を含む日常業務全般
について定期的に事業所往査を行い、監査役とも
連携して、会計及び業務執行において監視機能の
強化を図る。また、IT活用により異常取引を早期
に発見し、正常取引への移行を指導の上、監査結
果については、定例内部監査報告会にて監査役に
報告する。

（3）  　会計監査人は、監査役と連携し、年２回の事業所

往査を計画し、その結果について、監査報告会にて
監査役に対して報告し、会計の適正性を確保する。

【運用状況】
　業務の適正を確保するための体制の基本方針の事項
について継続的に点検、改定を行っており当事項に対
する当期の運用状況の概要は以下のとおりです。

1.  取締役の職務執行の適正性及び効率性に関する
取組み

　取締役会は取締役５名、内１名は社外取締役で構成
され、社内監査役１名、社外監査役２名出席のもと、
客観的・合理的判断を確保しつつ、法令または定款に
規定する事項の審議、報告を行っています。当期にお
いては、取締役会を11回開催し、社外取締役にも事
前に十分な資料を配布し、監査役にも積極的に意見を
求めるなど、充実した審議が効率的になされるよう運
用を行いました。

2.  損失の危険の管理に関する取組み
　内部監査部門は、各事業所に往査を実施し、その結
果を役員出席のもと実施される内部監査報告会において
定期的に報告し、問題点の抽出及び対応を行いました。
当期において、内部監査報告会は２回実施しました。

3.  当社及び連結子会社における業務の適正性に関する
取組み

　当期においては、経営会議にて、担当部署から連結
子会社の経営状況、活動状況、その他重要な情報の報
告を月１回の頻度で定期的に報告し、全役員及び部長
以上のメンバーで常に状況を把握できるよう効率的か
つタイムリーな情報共有に努めました。また、連結子
会社においても「社内ホットライン」の仕組みを通じ
て、コンプライアンス体制の向上に努めました。

4.  使用人の職務の適正性に関する取組み
　コンプライアンスを実践するための手引書「トラス
コ善択ブック」を配布し、基本方針及び行動規範を徹
底し、法令遵守を維持する体制を整えています。連結
子会社を含む全使用人が法令及び定款に違反する行為
を発見した場合の内部通報窓口「社内ホットライン」
と社外への相談窓口「弁護士ホットライン」の仕組み
や、コンプライアンスの実効性を高める制度である

「コンプライアンス・オフィサー」の仕組みを通じて、
コンプライアンス体制の向上に努めました。また、各
事業所にてコンプライアンス・オフィサーを中心に行
われる「コンプラクティス・ミーティング」を年５回
開催し、自主性を重んじた教育に努めました。

5.  監査役の監査が実効的に行われていることを確保
するための取組み

　監査役は内部監査部門及び会計監査人と連携し、実
効性を高め、業務の適正性確保に取り組みました。ま
た、当期における監査役会は14回開催し、監査役間
の意見交換や情報共有を行いました。
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4. 会社の体制及び方針

1  事業報告

■  会社の支配に関する基本方針
1.  基本方針の内容

（1）  　当社の社会的使命を認識し、社会から必要とさ
れる事業の継続と新たな社会的価値の創造に努め、
企業価値向上に努める。

（2）  　当社の経営資源を確保し、その有効活用により
利益を創出し、全てのステークホルダーの皆様に
安定的に還元を行う。

2.  基本方針に照らして不適切な者によって財務及び
事業の方針の決定が支配されることを防止するた
めの取組み

　当社は、経営の基本方針に照らして不適切な者が大
量に株式の取得を行う行為に対して、これを防止する
ための具体的な取組みを定めていません。市場から適
正な評価をいただくことが最良の買収防衛策と考えま
すが、このような大量取得者に対しては、次のような
対応を行います。

（1）  

（2）  　不適切な者による大量の株式取得と判断される
場合は、次の要件の充足を前提とし、具体的な対
抗措置の実施を検討する。

 ①基本方針に沿うものであること
 ②株主様の共同利益を損なうものでないこと
 ③役員の地位の維持を目的とするものでないこと

（3）  　当社には、経営方針に理解を示し、安定的な株
式の保有を前提とする緊密な関係を有する株主様
が存在しており、これらの株主様とも協議し、適
切に対応いたします。

■  剰余金の配当等の決定に関する基本方針
【基本方針の内容】
　当社は、日本のモノづくりのお役に立つことを目的
とした事業活動や設備投資を行い、持続的な成長を果
たすことにより、その成果を最大限株主様に還元でき
ると考えています。利益配分につきましては、親会社
株主に帰属する当期純利益を基礎とし、安定配当とし
ての下限を設けた上で、一定の基準を超えた利益が計

【１株当たり年間配当金と１株当たり当期純利益】

【当連結会計年度の内容】
　令和７年12月31日時点の期末発行済株式に対する当
連結会計年度の配当金は、この基本方針に基づき、親
会社株主に帰属する当期純利益を基礎として、特別損
益を除外し算定しています。
　1 株当たり当期純利益は240円84銭となりますが、特
別損益を除外し算定した238円72銭を 1 株当たり当期純
利益とみなすため、上記配当金計算基準により、当連結
会計年度の配当金は60円00銭となります。中間配当金
30円50銭を既に実施していますので、期末配当金は29
円50銭と決定し、3 月 4 日を支払開始日としました。
　なお、次連結会計年度については、親会社株主に帰
属する当期純利益を145億40百万円と予想しています
ので、１株当たり当期純利益は220円50銭となり、配
当金につきましては年間55円50銭となります。これは、
当連結会計年度を下回るため、トラスコ善択配当が適用
され、減価償却費計画の10%を配当金原資に加算した結
果、配当金増加額が１株当たり約３円となり、年間配当
金は58円50銭を予定しています。

配当金計算基準

（注）1．（　）内は、中間期の計算基準です。
2．配当金の計算上の銭単位端数については50銭刻みで繰上げます。

（１銭～49銭→50銭、51銭～99銭→１円）
3．  事業活動に直接の関わりのない特殊要因により親会社株主に帰

属する当期純利益が大きく変動する事業年度については、その
影響額を除外し、配当額を決定します。

4．  決定した１株当たり年間配当金が前事業年度の１株当たり年間
配当金を下回る場合、親会社株主に帰属する当期純利益に、該
当期の減価償却費の一部（減価償却費×最大10％）を加算し、
連結配当性向を25％として配当を行います。

※特別損益を除外し算定しなおした 1 株当たり当期純利益です。

１株当たり当期（四半期）純利益 年間（中間）配当金
40（20）円を上回る場合 １株当たり当期（四半期）純利益×25％
40（20）円を下回る場合 10（５）円

上された場合、連結配当性向を25%として業績に連動
した配当を行うことを基本方針としています。また、
事業活動に直接の関わりのない不動産や株式の売却、
及びその他の特殊要因（特別損益）により親会社株主に

帰属する当期純利益が大きく変動する事業年度につい
ては、その影響額を除外し、配当額を決定します。な
お、決定した１株当たり年間配当金が前事業年度の１
株当たり年間配当金を下回る場合、親会社株主に帰属
する当期純利益に、該当期の減価償却費の一部（減価
償却費×最大10％）を加算し、連結配当性向を25％と
して配当を行います。
　剰余金の配当の決定に関しましては、迅速な配当金
のお支払を目的に取締役会決議で行うことを定款第39
条に定めています。

（単位：円）

令和 5 年
（2023）

60.00

令和 7 年
（2025）

当期

令和 6 年
（2024）

238.72※

1 株当たり
当期純利益

令和 4 年
（2022）

58.50

令和 8 年
（2026）

計画

220.50※

40.00 46.50
54.00

159.11※
184.45※

1 株当たり
年間配当金

214.84※

　当社は「がんばれ!!日本のモノづくり」を企業メッセー
ジに掲げ、日本の製造業を応援するインフラ企業として
機械工具業界のリーディングカンパニーを目指しています。
　ドライバー１本からでも配送を可能とする物流システ
ムにより少量多品種・多頻度発注などのユーザーニー
ズにお応えできる仕組みづくりを通して、事業基盤を確
立するとともに、社会的使命を果たしていくことが、当
社の存在価値であり、これを一層高めていくことが、当
社の企業価値の向上につながるものと考えています。
　ご支援いただく縁あるステークホルダーの皆様から当
社への期待などを判断して、当社にとって「支配する者」
は以下の方針を実践し、取り組む者であると考えます。

　当該取得者の提案内容を確認し、社外の専門家に意
見を求めるなど、当該取得者の提案内容を当社の基本
方針や株主共同の利益に照らして慎重に判断する。

ぜ ん た く



1. 連結注記表

2  計算書類

【連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項】
1．   連結の範囲に関する事項

（1） 連結子会社　２社
TRUSCO NAKAYAMA CORPORATION(THAILAND)
LIMITED
PT.TRUSCO NAKAYAMA INDONESIA

（2） 非連結子会社　１社
TRUSCO NAKAYAMA USA,INC.
非連結子会社は、小規模であり、総資産、純資産、
売上高、当期純損益（持分に見合う額）及び利益
剰余金（持分に見合う額）等は、いずれも連結計
算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結
の範囲から除いています。

2．   持分法の適用に関する事項
持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の名称

TRUSCO NAKAYAMA USA,INC.
東洋スチール株式会社
ユニオンスチール株式会社

持分法を適用しない理由
持分法を適用しない非連結子会社及び関連会
社は、それぞれ当期純損益（持分に見合う額）
及び利益剰余金（持分に見合う額）等から見
て持分法の対象から除いても連結計算書類に
与える影響は軽微であり、かつ、全体として
も重要性がないため、持分法の適用範囲から
除外しています。

3．   連結子会社の事業年度等に関する事項
連結子会社の決算日は、連結決算日と一致して
います。

4．   会計方針に関する事項
（1） 有価証券の評価基準及び評価方法

その他有価証券
 ・市場価格のない株式等以外のもの

時価法
（評価差額は、全部純資産直入法により処理
し、売却原価は、移動平均法により算定）

 ・市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

（2） 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商　　　　　品…主として総平均法による原

価法（収益性の低下による
簿価切下げの方法）

（3） 固定資産の減価償却の方法
①有形固定資産…………平成10年４月１日以降に

取得した建物（建物附属設
備を除く）並びに平成28年
４月１日以降に取得した建
物附属設備及び構築物につ
いては、定額法。
その他の有形固定資産につ
いては、主として定率法。

建物及び構築物 10～50年
機械装置及び運搬具 ２～12年
工具、器具及び備品 ３～10年

－7－

なお、主な耐用年数は次の
とおりです。

②無形固定資産…………定額法
なお、自社使用のソフトウ
エアについては、社内にお
ける利用可能期間（５年）
に基づく定額法

（4） 引当金の計上基準
①貸倒引当金……………債権の貸倒れによる損失に

備えるため、一般債権につ
いては貸倒実績率により、
貸倒懸念債権等特定の債権
については個別に回収可能
性を勘案し、回収不能見込
額を計上しています。

②賞与引当金……………従業員の賞与の支給に充て
るため、当連結会計年度に
負担すべき支給見込額を計
上しています。

③役員退職慰労引当金…役員の退職金の支給に充て
るため、役員退職慰労金の
旧内規に基づく平成16年
３月31日現在の要支給額
を計上しています。
なお、平成16年３月31日
をもって役員退職慰労金制
度を廃止しています。

（5） 重要な外貨建の資産又は負債の本邦通貨への換算
の基準

外貨建金銭債権債務は、連結決算日の直物為替
相場により円貨に換算し、換算差額は損益とし
て処理しています。なお、在外子会社の資産及
び負債並びに収益及び費用は、連結決算日の直
物為替相場により円貨に換算し、換算差額は純
資産の部における為替換算調整勘定に含めてい
ます。

（6） 重要な収益及び費用の計上基準
当社及び連結子会社は、プロツール（工場用副
資材）の卸売業を主な事業としており、顧客と
の契約に基づいて商品を引き渡すことを履行義
務としています。このような商品の販売につい
ては、通常、顧客に商品を引き渡した時点で収
益を認識しています。収益は、顧客との契約に
おいて約束された対価から、返品、値引き及び
割戻し等を控除した金額で測定しています。変
動対価は、過去実績や契約条件を考慮し、合理
的に見積もっています。



（単位：百万円）

（単位：百万円）

【収益認識に関する注記】
1．   顧客との契約から生じる収益を分解した情報

　当社及び連結子会社の売上高は、顧客との契約
から認識された収益であり、当社及び連結子会社
の報告セグメントを商品分類別に分解した場合の
内訳は、以下のとおりです。

2．   収益を理解するための基礎となる情報
　「連結計算書類の作成のための基本となる重要
な事項４．会計方針に関する事項 （６）重要な収
益及び費用の計上基準」に記載のとおりです。

【会計上の見積りに関する注記】 
1．   棚卸資産の評価

（1） 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額
棚卸資産　　　　　68,178百万円

（2） 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容
に関する情報

①算出方法
　当社は、一定の保有期間が経過した滞留在庫に
ついて、商品の性質に応じた評価減率を設定し、
評価を行っています。
②主要な仮定
　滞留在庫の定義や評価減割合が年度末時点の棚
卸資産の収益性を適切に反映しているか否かに関
して、商品等の過去の販売実績が将来の期間にお
いても継続すると仮定して商品等の将来の販売可
能性を見積もっています。
③翌年度の連結計算書類に与える影響
　将来における景気等の市場経済を取り巻くさま
ざまな外部要因や著しい技術改革等によって、商
品等の販売実績が当初の想定を大きく下回った場
合には、翌連結会計年度の棚卸資産の評価額に重
要な影響を及ぼす可能性があります。

【連結貸借対照表に関する注記】
1．   有形固定資産の減価償却累計額 50,804百万円
2．   土地の再評価

　土地の再評価に関する法律（平成10年３月31
日公布法律第34号）及び土地の再評価に関する法
律の一部を改正する法律（平成13年３月31日公
布法律第19号）に基づき事業用土地の再評価を行
い、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に
係る繰延税金資産（負債）」として資産（負債）の
部に計上し、当該繰延税金資産（負債）を控除し
た金額を「土地再評価差額金」として純資産の部
に計上しています。
• 再評価の方法
　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３
月31日公布政令第119号）第２条第４号に定める
地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の
計算の基礎となる土地の価額を算定するために、
国税庁長官が定めて公表した方法により算出した
価額に基づいて、奥行価格補正等合理的な調整を
行って算出しています。
• 再評価を行った年月日 平成14年３月31日

2  計算書類

1. 連結注記表

報告セグメント

合計ファクト
リー

ルート
e ビジネス

ルート
ホーム

センター
ルート

海外
ルート

作 業
用 品 36,633

41,870

33,958

24,716

21,755

18,840

16,408

8,141

7,579

1,318

211,223

211,223

10,478

16,033

13,069

9,798

6,403

9,719

6,244

3,308

1,076

827

76,960

76,960

10,716

6,225

5,490

1,980

1,116

1,054

573

125

500

612

28,396

28,396

382

153

620

261

131

137

414

173

97

1,091

3,463

3,463

58,210

64,283

53,139

36,756

29,406

29,751

23,640

11,749

9,254

3,849

320,043

320,043

環 境 安
全 用 品
ハ ン ド
ツ ー ル
工 事
用 品
物 流 保
管 用 品
オ フィ
ス 住 設
用 品
生 産 加
工 用 品
研 究 管
理 用 品
切 削
工 具
そ の 他
顧 客 と
の 契 約
か ら
生 じ る
収 益
外 部 顧
客 へ の
売 上 高

△ 806
（△ 23）

再評価を行った土地の期末における
時価の合計額と再評価後の帳簿価額
の合計額との差額

（うち、賃貸等不動産に該当するもの）

－8－



1. 連結注記表

2  計算書類

決　議 株式の
種　類

配当の
原　資

配当金の
総　額

（百万円）

１株当た
り配当額
（円）

基準日 効　力
発生日

令和８年
２月13日
取締役会

普通株式 利　益
剰余金 1,945 29.50 令和７年

12月31日
令和８年
３月４日

(注) 定款第39条の定めによる取締役会決議に基づく配当です。

【連結損益計算書に関する注記】
1．   固定資産の減損損失に関する注記事項

（1） 減損損失を認識した資産

（2） 減損損失を認識するに至った経緯
　当連結会計年度において、自社で利用している
ソフトウエアについて利用停止の意思決定を行っ
たため、帳簿価額を回収可能価額まで減額し、当
該減少額を減損損失として特別損失に計上してい
ます。

（3） 減損損失の金額
　ソフトウエア 116百万円

（4） 資産のグルーピングの方法
　当社は、管理会計上の最小単位である事業所単
位でグルーピングを行っており、本社資産、社員
寮等、他の資産又は資産グループの将来キャッ
シュ・フローの生成に寄与する資産を共用資産と
し、遊休資産についてはそれぞれ単独の資産グ
ループとして取り扱っています。

（5） 回収可能価額の算定方法
　回収可能価額は使用価値により測定し、将来
キャッシュ・フローが見込めないため使用価値を
零と算定しています。

【連結株主資本等変動計算書に関する注記】
1．   当連結会計年度末における発行済株式の種類及び

総数
　普通株式　　　　　66,008,744株

2．   配当に関する事項
（1） 配当金支払額

（2） 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、
　　配当の効力発生日が翌期となるもの

場所
東京都港区

用途
共用資産（自社利用システム）

種類
ソフトウエア

減損損失
116

（単位：百万円）

決　議 株式の
種　類

配当金の
総　額

（百万円）

１株当たり
配当額
（円）

基準日 効　力
発生日

令和７年
２月13日
取締役会

普通株式 1,846 28.00 令和６年
12月31日

令和７年
３月６日

令和７年
８月12日
取締役会

普通株式 2,011 30.50 令和７年
６月30日

令和７年
８月29日

【金融商品に関する注記】
1．   金融商品の状況に関する事項

（1） 金融商品に対する取組方針
　当社及び連結子会社は、資金運用については短
期的な預金及び投資有価証券に限定し、資金調達
については運転資金の効率的な調達を行うため
に、取引銀行と当座借越契約を締結しています。
　また、設備投資計画に照らして必要な資金は銀
行借入により調達しています。

（2） 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
　主な金融商品は、営業債権である売掛金及び電
子記録債権、株式及び債券等である投資有価証券、
営業債務である買掛金、未払金、未払法人税等、
営業取引に係る運転資金である短期借入金、設備
投資資金である長期借入金、営業取引及び不動産
賃貸借取引に係る預り保証金があります。
　この中で売掛金及び電子記録債権は通常の営業
活動に伴い発生するものであり、顧客の信用リス
クに晒されています。投資有価証券のうち株式は、
取引先企業等からの依頼により取得したものであ
り、市場価格の変動リスクに晒されています。

（3） 金融商品に係るリスク管理体制
　売掛金及び電子記録債権に係る顧客の信用リス
クは、「販売業務規程」、「与信限度管理規程」に
基づき支店が販売店の信用状況の見直しを定期的
に行い、財政状況等の悪化による信用不安先の債
権の早期回収に努め、リスク低減を図っています。
また、投資有価証券は主として株式であり、「資
産運用規程」に基づき上場株式については毎月時
価の把握を行い、取引先企業との関係を勘案して
保有状況を継続的に見直しています。

（4） 金融商品の時価等に関する事項についての補足説明
　金融商品の時価には、市場価格に基づく価格の
ほか、市場価格がない場合には合理的に算定され
た価格が含まれています。当該価格の算定におい
ては変動要因を織り込んでいるため、異なる前提
条件等を採用することにより、当該価格が変動す
ることもあります。

2．   金融商品の時価等に関する事項
　令和７年12月31日（当期の連結決算日）にお
ける連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差
額については、次のとおりであります。なお、市
場価格のない株式等は次表には含めておりません

（（注） ３をご参照ください。）。
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1. 連結注記表
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2  計算書類

当連結会計年度（令和７年12月31日）

（注）1．  現金は注記を省略しており、預金・売掛金・
電子記録債権・買掛金・短期借入金・未払金・
未払法人税等は短期で決済されるため時価が
帳簿価額に近似することから注記を省略して
おります。また、営業取引に係る預り保証金
については、営業債権に係る保証金の預り分
であり、売掛金と同様、時価が帳簿価額にほ
ぼ等しいと判断し、注記を省略しております。

2．  長期借入金には、１年内返済予定の長期借入
金を含んでおります。

3．  市場価格のない株式等の連結貸借対照表計上
額は以下のとおりであります。

これらについては、「その他有価証券」には含めてお
りません。
3．   金融商品の時価のレベルごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に係るインプッ
トの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つ
のレベルに分類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るイ

ンプットのうち、活発な市場に
おいて形成される当該時価の算
定の対象となる資産又は負債に
関する相場価格により算定した
時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るイ
ンプットのうち、レベル１のイ
ンプット以外の時価の算定に係
るインプットを用いて算定した
時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係る
インプットを使用して算定した
時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複
数使用している場合には、それらのインプットが
それぞれ属するレベルのうち、時価の算定におけ
る優先順位が最も低いレベルに時価を分類してお
ります。

（1） 時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融商品

（2） 時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融商品

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に
係るインプットの説明

　投資有価証券
上場株式は相場価格を用いて評価しております。
上場株式は活発な市場で取引されているため、そ
の時価をレベル１の時価に分類しております。一
方で、当社が保有している株式方式のゴルフ会員
権及び投資信託は、市場での取引頻度が低く、活
発な市場における相場価格とは認められないた
め、その時価をレベル２の時価に分類しておりま
す。

　長期借入金・長期預り保証金（その他）
これらの時価は、当該債権債務の残存期間及び信
用リスクを加味した利率を基に、割引現在価値法
により算定しており、レベル２の時価に分類して
おります。

連結貸借
対照表計上額
（百万円）

時　価
（百万円）

差　額
（百万円）

  投資有価証券 
その他有価証券 2,749 2,766 17

資産計 2,749 2,766 17
長期借入金 70,000 68,061 △ 1,938
長期預り保証金（その他） 53 52 △ 0

負債計 70,053 68,113 △ 1,939

（単位：百万円）

区　分 連結貸借対照表計上額
非上場株式 10
関係会社株式 246
合計 257

区　分
時価（百万円）

レベル
1

レベル
2

レベル
3 合計

  投資有価証券 
　その他有価証券 2,538 201 ― 2,740

資産計 2,538 201 ― 2,740

区　分
時価（百万円）

レベル
1

レベル
2

レベル
3 合計

  投資有価証券 
　その他有価証券 ― 26 ― 26

資産計 ― 26 ― 26

長期借入金 ― 68,061 ― 68,061

長期預り保証金（その他） ― 52 ― 52

負債計 ― 68,113 ― 68,113



【賃貸等不動産に関する注記】
　当社では、群馬県及びその他の地域において、賃
貸不動産を保有しています。また、大阪府及び京都
府に保有しているオフィスビル等の一部については
当社が使用しているため、賃貸等不動産として使用
される部分を含む不動産としています。
　これら賃貸等不動産及び賃貸等不動産として使用
される部分を含む不動産に関する連結貸借対照表計
上額、期中増減額及び期末時価は次のとおりです。

（注）1  当連結会計年度末現在で保有している賃貸等
不動産の概要については、次のとおりです。

2  連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価
償却累計額及び減損損失累計額を控除した金
額です。

3  期中増減額のうち、主な減少額は旧プラネッ
ト大阪第１センター駐車場の売却127百万円
です。

4  期末時価は８月末を基準として「不動産鑑定
評価基準」（国土交通省）による方法に基づき、
第三者である不動産会社が作成する簡易査定
金額を時価として開示しています。第三者か
らの取得や直近の評価時点から、一定の評価
額や適切に市場価格を反映していると考えら
れる指標に重要な変動が生じていない場合に
ついては、当該評価額や指標を用いて評価し
た金額によっています。また、新規取得した
ものについては、時価の変動が軽微であると
考えられるため、連結貸借対照表計上額をもっ
て時価評価しています。
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2  計算書類

1. 連結注記表

（単位：百万円）

区　分
連結貸借対照表計上額

期末
時価期首

残高
期中

増減額
期末
残高

賃 貸 不 動 産 920 △

△

△

 129 790 8,491

賃貸等不動産とし
て使用される部分

を含む不動産
760 18 741 1,036

合　計 1,680 148 1,532 9,527

区　分 賃貸等不動産の内容 所在地

賃貸不動産

旧前橋営業所 群馬県高崎市

旧太田営業所 群馬県邑楽郡
大泉町

旧千葉支店 千葉県市原市
名古屋支店
新築移転用地 名古屋市中村区

賃貸等不動産
として使用

される部分を
含む不動産

秋田支店残地 秋田県秋田市
トラスコ
クリスタルビル 京都市下京区

トラスコ 
セントラルビル 大阪市中央区

（単位：百万円）

区　分
連結損益計算書における金額

営業
収益

営業
原価

営業
利益

その他
損益

賃 貸 不 動 産 61 17 43 202

賃貸等不動産とし
て使用される部分

を含む不動産
95 26 68 ―

合　計 157 44 112 202

また、賃貸等不動産に関する当連結会計年度におけ
る損益は次のとおりです。

（注）営業収益及び営業原価は、賃貸収益とこれに対応する費用（減価償
却費、修繕費、保険料、租税公課等）であり、それぞれ連結損益計
算書の営業外収益及び営業外費用に計上しています。
また、その他損益は固定資産売却益であり、特別利益に計上してい
ます。

【１株当たり情報に関する注記】
1．   １株当たり純資産額 2,824円55銭
2．   １株当たり当期純利益 240円84銭



【重要な会計方針に係る事項に関する注記】
1．   資産の評価基準及び評価方法

（1） 有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び
関連会社株式………移動平均法による原価法
その他有価証券

市場価格のない…時価法 
株式等以外のもの（評価差額は、全部純資産

直入法により処理し、売却
原価は、移動平均法により
算定）

市場価格のない…移動平均法による原価法
株式等

（2） 棚卸資産の評価基準及び評価方法
商　　　　　品…総平均法による原価法（収

益性の低下による簿価切下
げの方法）

2．   固定資産の減価償却の方法
（1） 有形固定資産…………平成10年４月１日以降に

取得した建物（建物附属設
備を除く）並びに平成28年
４月１日以降に取得した建
物附属設備及び構築物につ
いては、定額法。その他の
有形固定資産については、
定率法。
なお、主な耐用年数は次の
とおりです。

（2） 無形固定資産…………定額法
なお、自社使用のソフトウ
エアについては、社内にお
ける利用可能期間（５年）
に基づく定額法

（3） 長期前払費用…………定額法
3．   引当金の計上基準

（1） 貸倒引当金……………債権の貸倒れによる損失に
備えるため、一般債権につ
いては貸倒実績率により、
貸倒懸念債権等特定の債権
については個別に回収可能
性を勘案し、回収不能見込
額を計上しています。

（2） 賞与引当金……………従業員の賞与の支給に充て
るため、当事業年度に負担

すべき支給見込額を計上し
ています。

（3） 役員退職慰労引当金…役員の退職金の支給に充て
るため、役員退職慰労金の
旧内規に基づく平成16年
３月31日現在の要支給額
を計上しています。なお、
平成16年３月31日をもっ
て役員退職慰労金制度を廃
止しています。

4．   重要な収益及び費用の計上基準
　当社は、プロツール（工場用副資材）の卸売業
を主な事業としており、顧客との契約に基づいて
商品を引き渡すことを履行義務としています。こ
のような商品の販売については、通常、顧客に商
品を引き渡した時点で収益を認識しています。収
益は、顧客との契約において約束された対価から、
返品、値引き及び割戻し等を控除した金額で測定
しています。変動対価は、過去実績や契約条件を
考慮し、合理的に見積もっています。

2  計算書類

2. 個別注記表

建物
構築物
機械及び装置
車両運搬具
工具、器具及び備品

15～50年
10～20年
２～12年
４～６年
３～10年

－12－



2. 個別注記表

2  計算書類

【収益認識に関する注記】
1．   収益を理解するための基礎となる情報

連結注記表 【収益認識に関する注記】 に同一の内
容を記載しているため、注記を省略しています。

【会計上の見積りに関する注記】 
1．   棚卸資産の評価

連結注記表 「【会計上の見積りに関する注記】 棚卸
資産の評価」に記載のとおりです。

【貸借対照表に関する注記】
1．   有形固定資産の減価償却累計額 50,217百万円
2．   土地の再評価

　土地の再評価に関する法律（平成10年３月31
日公布法律第34号）及び土地の再評価に関する法
律の一部を改正する法律（平成13年３月31日公
布法律第19号）に基づき事業用土地の再評価を行
い、当該評価差額に係る税金相当額を「再評価に
係る繰延税金資産（負債）」として資産（負債）の
部に計上し、当該繰延税金資産（負債）を控除し
た金額を 「土地再評価差額金」として純資産の部
に計上しています。

（再評価の方法）
　土地の再評価に関する法律施行令（平成10年３
月31日公布政令第119号）第２条第４号に定める
地価税法第16条に規定する地価税の課税価格の
計算の基礎となる土地の価額を算定するために、
国税庁長官が定めて公表した方法により算出した
価額に基づいて、奥行価格補正等合理的な調整を
行って算出しています。

（再評価を行った年月日） 平成14年３月31日

3．   関係会社に対する金銭債権債務
短期金銭債権 158百万円　
短期金銭債務 161百万円　

【損益計算書に関する注記】 
1．   関係会社との取引高

営業取引による取引高
売上高 1,054百万円　
仕入高 1,574百万円　
販売費及び一般管理費 27百万円　

【株主資本等変動計算書に関する注記】 
1．   当事業年度末における自己株式の数

普通株式 68,385株　

【税効果会計に関する注記】
1．   繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因

別の内訳
繰延税金資産 

未払事業税 207
賞与引当金 176
未払金 408
役員退職慰労引当金 47
減損損失 85
投資有価証券評価損 333
その他 673
繰延税金資産計 1,931

繰延税金負債
固定資産圧縮積立金 △ 837
その他有価証券評価差額金 △ 428
特定株式取得積立金 △ 76
繰延税金負債計 △ 1,342
繰延税金資産（△は負債）の純額 589

2．   法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負
担率との差異の原因となった主な項目別の内訳

法定実効税率 30.6
（調整）

住民税均等割額 0.5
交際費等永久に損金に算入されない項目 0.1
賃上げ促進税制による税額控除 △ 1.2
その他 △ 0.1

税効果会計適用後の法人税等の負担率 29.9
3．   法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰

延税金負債の金額の修正
　「所得税法等の一部を改正する法律」（令和７年
法律第13号）が2025年３月31日に国会で成立し
たことに伴い2026年４月１日以後開始する会計
年度より、「防衛特別法人税」の課税が行われる
ことになりました。これに伴い2027年１月１日
以後開始する事業年度以降に解消が見込まれる一
時差異等に係る繰延税金資産及び繰延税金負債に
ついては法定実効税率を30.6％から31.5％に変
更し計算しております。なお、この税率変更によ
る影響は軽微であります。

【関連当事者との取引に関する注記】
開示が必要となる重要な取引がないため、開示を省
略しています。

【１株当たり情報に関する注記】
1．   １株当たり純資産額 2,812円70銭
2．   １株当たり当期純利益 237円86銭

（単位：百万円）

△ 806
（△ 23）

再評価を行った土地の期末における
時価の合計額と再評価後の帳簿価額
の合計額との差額

（うち、賃貸等不動産に該当するもの）

（単位：％）

（単位：百万円）
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株 主 資 本

株 主
資 本
合 計

評価・換算差額等

純 資 産
合 計資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自 己
株 式

そ の 他
有価証券
評 価
差 額 金

土 地
再 評 価
差 額 金

資 本
準 備 金

そ の 他
資 　 本
剰 余 金

利 益
準 備 金

そ の 他 利 益 剰 余 金

固定資産
圧 縮
積 立 金

特 定 株 式
取得積立金

繰越利益
剰 余 金

令和７年 1 月 1 日残高 5,022 4,709 1 1,255 1,848 173 160,093 △ 83 173,021 718 △ 345 173,394

事 業 年 度 中 の 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 — — — — — — △ 3,857 — △ 3,857 — — △ 3,857

土 地 再 評 価 差
額 金 の 取 崩

— — — — — — △ 5 — △ 5 — 5 —

固 定 資 産 圧 縮
積 立 金 の 取 崩 — — — — △ 4 — 4 — — — — —

税 率 変 更 に よ る
積 立 金 の 調 整 額 — — — — △ 23 — 23 — — — — —

当 期 純 利 益 — — — — — — 15,684 — 15,684 — — 15,684

自 己 株 式 の 取 得 — — — — — — — △ 0 △ 0 — — △ 0

自 己 株 式 の 処 分 — —  0 — — — —  0 0 — — 0

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
事業年度中の変動額（純額） — — — — — — — — — 244 4 249

事業年度中の変動額合計 — — 0 — △ 28 — 11,850 △ 0 11,820 244 9 12,075

令和７年12月31日残高 5,022 4,709 1 1,255 1,820 173 171,943 △ 84 184,842 963 △ 335 185,470

4. 株主資本等変動計算書

（令和７年１月１日から令和７年12月31日まで） （単位：百万円）

（注）記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しています。

株 主 資 本

株 主 資 本
合 計

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純 資 産
合 計資 本 金

資 本
剰 余 金

利 益
剰 余 金

自 己
株 式

そ の 他
有 価 証 券
評 価
差 額 金

土 地
再 評 価
差 額 金

為 替 換 算
調 整 勘 定

そ の 他 の
包 括 利 益
累 計 額
合 計

令 和 ７ 年 1 月 1 日 残 高 5,022 4,711 163,121 △ 83 172,771 718 △ 345 851 1,224 173,996

連 結 会 計 年 度 中 の 変 動 額   

剰 余 金 の 配 当 — — △ 3,857 — △ 3,857 — — — — △ 3,857

親会社株主に帰属する当期純利益 — — 15,881 — 15,881 — — — — 15,881

自 己 株 式 の 取 得 — — — △ 0 △ 0 — — — — △ 0

自 己 株 式 の 処 分 —  0 —  0  0 — — — —  0

土 地 再 評 価 差 額 金 の 取 崩 — — △ 5 — △ 5 — 5 — 5 —

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
連結会計年度中の変動額（純額） — — — — — 244 4 232 232

連結会計年度中の変動額合計 —  0 12,018 △ 0 12,017 244 9 238 12,255

令 和 ７ 年 12 月 31 日 残 高 5,022 4,711 175,139 △ 84 184,789 963 △ 335 834

△ 16

△ 16

1,462 186,252

3. 連結株主資本等変動計算書

（令和７年１月１日から令和７年12月31日まで） （単位：百万円）

（注）記載金額は、百万円未満を切捨てて表示しています。

2  計算書類


